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三②　　「ハロ　四悉担　̈呼鞍繭一

①
は
、
上
部
に
二
本
の
刻
線
が
あ
り
、
そ
の
間
の
左
右
ニ
カ
所
に
釘
孔
が
あ

る
。
住
所
と
名
前
が
書
か
れ
て
お
り
、
町
家
の
表
札
に
使
用
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
可
能
性
が
高
い
。
②
は
、
ス
ギ
の
板
材
に
大
書
し
た
も
の
で
、
数
字
と
人
名

が
記
さ
れ
て
い
る
。
井
戸
の
築
造
と
何
ら
か
の
関
係
が
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。

な
お
、
釈
読
に
あ
た
っ
て
は
、
天
理
大
学
の
谷
山
正
道
氏
の
ご
教
示
を
得
た
。

９
　
関
係
文
献

奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所

『八
条
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』
全
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奈
良
・上
宮
遺
跡

１
　
所
在
地
　
　
　
奈
良
県
生
駒
郡
斑
鳩
町
法
隆
寺
南
三
丁
目

２
　
調
査
期
間
　
　
第

一
五
次
調
査
　
一
一〇
〇

一
年

（平
１３
）
三
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
斑
鳩
町
教
育
委
員
会

４
　
調
査
担
当
者
　
平
田
政
彦

５
　
遺
跡
の
種
類
　
官
衛
跡

・
寺
院
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
弥
生
時
代
～
江
戸
時
代

７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

上
宮
遺
跡
は
、
法
隆
寺
の
南
東
約

一
。
二
航
の
富
雄
川
右
岸
の
沖
積
地
に
立

地
し
て
い
る
。　
一
九
九

一
年
度
の
発
掘
調
査
に
お
け
る
奈
良
時
代
の
大
型
掘
立

柱
建
物
群

の
検
出
と
、
平
城

宮

・
京
所
用
瓦
と
同
他
の
瓦
の

出
土
か
ら
、
『続
日
本
紀
』
に

記
載
の
あ
る
称
徳
天
皇
の
行
宮

「飽
波
宮
」
で
あ
る
蓋
然
性
が

一局
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

一
方
、
当
遺
跡
内
に
は
、
聖

徳
太
子
発
去
の
官

「飽
波
葦
培

宮
」
の
跡
地
に
、
嘉
祥
二
年

□□
也

清西
二丁
貞ト

(大阪東南部・桜井)



（人
四
九
）
に
実
乗
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
た
と
伝
わ
る
成
福
寺
が
所
在
す
る
。

今
回
の
調
査
は
、
こ
れ
ま
で
未
調
査
で
あ
っ
た
成
福
寺
南
域
の
遺
構
の
広
が

り
を
確
認
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
遺
跡
範
囲
確
認
に
伴
う
も
の
で
あ
る
。

調
査
の
結
果
、
素
掘
り
の
溝
三
条
の
ほ
か
、
溝
二
条
、
土
坑

一
基
な
ど
を
検

出
し
た
が
、
官
衛
関
係
の
遺
構
は
検
出
し
て
い
な
い
。

木
簡
は
、
成
福
寺
境
内
を
め
ぐ
る
南
側
環
濠
に
あ
た
る
幅
二
ｍ
以
上

（北
側

は
未
検
出
）
の
溝
よ
り

一
点
出
土
し
た
。
木
簡
が
出
土
し
た
粘
質
土
層
の
上
層

に
は
、
短
期
間
で
堆
積
し
た
と
考
え
ら
れ
る

一
人
世
紀
の
近
世
陶
磁
器
を
包
含

す
る
砂
層
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
以
前
に
溝
に
落
下
ま
た
は
廃
棄
さ
れ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

８
　
木
簡
の
釈
文

。
内
容

な
お
、
木
簡
の
釈
読
と
赤
外
線
撮
影
に
あ
た

つ
て
は
、
奈
良
文
化
財
研
究
所

の
渡
辺
晃
宏
氏
、
山
本
崇
氏
、
中
村

一
郎
氏
の
ご
協
力
を
得
た
。

（平
田
政
彦
）

①
　
。
「寅
余
月
十
七
日
」

。
「
ｏ
南
門
之
鍵
　
」

。
「享
保
第
十
×
　
」

。
「
ｏ
成
福
×
　
　
」

南
門
の
鍵
札
の
木
簡
で
あ
る
。
成
福
寺
の
南
門
の
存
在
は
確
認
で
き
て
い
な

い
が
、
成
福
寺
は
東
面
す
る
寺
院
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
南
門
は
恐
ら
く
通
用
門

で
あ
ろ
う
。
側
面
に
は
年
紀
が
書
か
れ
て
お
り
、
享
保

一
〇
年
代
で
寅
年
に
該

当
す
る
の
は
、
享
保

一
九
年

（
一
±
一一四
）
で
あ
る
。
余
月
は

一
二
月
の
異
称
。

（右
側
面
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